
 

 

国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画に関する原案説明会 

〔第４回〕議事録（要旨） 

 

日時：令和４年１月 15日（土曜日）10時から 11時 30分 

場所：調布市市民プラザあくろす ３階ホール  

住民：13人 

市 ：（狛江市）松野課長、富永副主幹、伊藤主任 

   （調布市）廣瀬課長、鈴木課長、熊坂主任、町田主任、石倉主事 

コンサルタント：木下、三浦（㈱首都圏総合計画研究所） 

（議題） 

・地区計画原案について 

・意見交換 

 

１．地区計画原案について 

・これまでの意見や関係機関協議を踏まえ、国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地

区地区計画原案の提案と説明を行った。 

 

２．質疑応答 

住民： 

  

野川沿いのエリアについて、住工共存地区における土地利用の方針では、

「都市計画道路の沿道においては、広域交通の利便性をいかし、都市型

住宅の立地誘導を図る」と書かれているが、どのような内容か。 

市： 住工共存地区を通る調布都市計画道路３・４・７号線について、品川通

りから北側において、東京都が施行者として、道路工事を進めている。

間もなく開通する予定である。当地区はその少し南側にあたる。都市計

画道路は計画的に進めるものであり、東京都と特別区及び 26市２町が計

画している都市計画道路の整備方針である「第四次事業化計画」が令和

７年度までの計画となっている。しかし、当地区の調布都市計画道路３・

４・７号線は、第四次事業計画における優先整備路線に位置付けられて

いないため、事業化の時期は未定である。ただし、都市計画道路は広域

的に整備を進めるものなので、いずれは事業化されることになる。住工

共存地区については、都市計画道路の事業化の見通しがないため、今回

の地区計画では具体的なルールは定めていないが、今後、都市計画道路

の事業化に合わせて、地域の皆様と検討していきたい。 

住民： 

 

今回の地区計画区域は広い印象を持っている。なぜ野川沿いのエリアを

含める必要があるのか気になった。 

また、「都市型住宅」とはどのようなイメージか教えてほしい。 



 

 

また、建築物等の高さの最高限度について、区域Ｄは 31ｍ以下となって

いるが、31ｍとは具体的にどの程度の規模か。また、区域Ｄにおいて、東

京慈恵会医科大学附属第三病院（以下「慈恵第三病院」という。）が土地

を買うなど、具体的な建て替えは想定しているのか。 

市： 今回の地区計画区域について、平成 26年に定めた地区計画区域と同じエ

リアである。当時は、広域的にまちづくりを検討していく観点から、商

業系の区域のほか、都市計画道路の沿道の区域についてもまちづくりの

必要性があると考え、区域を定めた。現状、住工共存地区については、具

体的なまちづくりルールを決めるに至っていない。 

「都市型住宅」について、当地区は、多摩地域の中でも区部に近いとい

う考えから、このような表現としている。分かりづらいということであ

れば、住工共存地区のルールを具体的に話し合う段階になった際に、合

わせて検討していきたい。 

高さの最高限度を定める区域Ｄについては、具体的なルールとして平成

26年に定めた内容である。当時、当区域の用途地域が近隣商業地域で高

さ制限が定められていなかった。一方、あまりに高い建物が建って欲し

くないという意見等の交換を重ね、現在の制限になっている。当区域に

は、イトーヨーカドー国領店、みずほトラストシステムズが立地してい

るが、いずれの建物も高さ 31ｍに至っていない。また、具体的な建て替

え計画は聞いていない。 

住民： 

 

現在の慈恵第三病院の建物の高さはどの程度か。また、37.5ｍは何階程

度か。 

慈恵第三病院の病床数は増床するのか。 

オープンスペースは市民に開放するということだが、周辺に対する防音

対策等はあるのか。 

市： 現在の慈恵第三病院の建物の高さについて、一番高い部分が 31ｍと聞い

ている。高さの最高限度を 37.5ｍとするのは区域Ａの部分のみである。

一般的なオフィスビルでは 12階程度である。 

病床数について、東京都の医療の計画によると、当地域の病床数は水準

を満たしているということで、病床数を増やす計画はない。 

既存の病院は継続しながら、区域Ａに新病院を建設していく予定と聞い

ている。 

現状のグラウンドの管理方法は不明である。ご意見は事業者である慈恵

大学に伝える。 

住民： 新病院は何階建ての計画か。 

市： 階数としては８階建てとなる。病院は一般的な建物と階高が異なり、１



 

 

階ごとの高さが高い計画となる。 

住民： 

 

慈恵第三病院の建て替え計画について、スケジュールを教えてほしい。 

市： 病院のホームページに公開されている。2023年の秋頃に工事を着工し、

2026年に竣工する予定と聞いている。 

住民： 

 

調布都市計画道路３・４・23号線について、いずれ拡幅されると聞いて

いるが、整備が進んでいない。車通りが多く、不安を感じている。歩道が

あると良い。両市ではどのように検討しているか。 

市： 調布都市計画道路３・４・23号線について、事業認可区間が、狛江通り

から調布都市計画道路３・４・16号線までである。さらに北側の区間に

ついては、事業認可が下りていない。また、優先整備路線にも位置付け

られていないため、具体的な事業化の目処はない。今後整備をしていく

にあたっては、幅員 16ｍの中に歩道も整備される予定だが、具体的なス

ケジュールについてはこの段階では申し上げられない。 

住民： 

 

慈恵第三病院の建て替えが契機となり、両市で原案を作成したと理解し

ている。現状と今後の見通しを今一度教えてほしい。 

慈恵第三病院の建て替え規模については、先ほどの質疑で理解できた。 

素案の意見について、どのような意見があったか。また、意見は公開さ

れるか。私も意見を提出したので気になっている。 

調布都市計画道路３・４・７号線沿いの既存道路について、通学路にも

なっているが、交通安全上の危険を感じている。 

市： 今回の地区計画変更では、医療福祉・文教地区の具体的なルールを定め

るものである。それ以外については、平成 26年に定めた地区計画から内

容の変更はない。地区計画は、将来目指すべきまちの姿をどのようにし

ていくかを決めるものなので、現状については、当資料に掲載されてい

ない。分かりづらいということであれば、今後の資料作成に留意する。 

素案について、いただいた方に対して直接お伝えできなくて申し訳ない。

12月 7日に両市のホームページにて公表している。ユニバーサルデザイ

ンや、交通安全対策に関するご意見などをいただいている。 

また、大町通りについても意見をいただいている。住工共存地区につい

ては、今回は具体的なルールを作っていないので、次の段階で議論して

いきたい。また、道路に関する意見については、関連部署に情報提供し

ている。 

住民： 

 

慈恵第三病院の建て替え計画について、来年の着工ということで、詳細

の設計は済んでいると想定しているが、情報公開を今後求めていきたい。

市としてはそのような情報の発信に関してどのような姿勢か。 



 

 

オーケーストアについて、都市計画道路の用地買収により敷地が狭くな

り、例えば慈恵第三病院の敷地の一部を買うことも想定されるが、その

場合の土地の売買はオーケーストアと慈恵第三病院の両者間で行うの

か。それとも、近隣住民が生活しやすいに、オーケーストアの建て替え

に関して市も介入する姿勢か。 

市： 都市計画決定し、条例が改正されるのが令和４年９月を予定している。

その後は、この地区計画に沿って建て替えを行う必要がある。慈恵第三

病院も条例改正後に建て替えの手続きを進めていく。また、当市ではま

ちづくり条例の中で、大規模開発に関する手続きが必要になる。その際

には、近隣住民への説明を両市から求めていくことになる。情報公開請

求を行わなくても、両市が指導を行っていく。 

オーケーストアと慈恵第三病院の両者間の話になるので、市が介入する

ことは難しい。用地買収により、現在よりも土地が少なくなるので、そ

の土地で営業を続けるか、移転するかはオーケーストア次第である。 

住民： 店舗の用途制限として、500㎡以内と設けているが、どのような想定で設

定しているか。 

市： この項目については、現在の用途地域で規定されているものである。そ

の中で、当地区で定めるべき内容を定めている。 

住民： 根拠は何か。 

市： 都市計画法と建築基準法の中で、用途地域とその中で建てられる建築物

が定められている。 

住民： 両市として、全体的な計画が出るのはいつ頃か。 

市： 地区計画は、事業ではなく、それぞれの土地が建て替えをする際に守っ

てもらうルールである。そのため、地区計画の目標年次はない。一方、都

市計画道路については、事業化した段階でスケジュールが出てくる。た

だし、現在事業を行っている都市計画道路以外は、事業化の目途がたっ

ていない。 

以上 


